森林整備事業に係る競争入札参加資格者登録要領
　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定　令和８年４月１日
（目的）
第1条 この要領は、下北山村が行う森林整備事業の適正な執行を確保するため、競争
入札参加資格者の登録について必要な事項を定める。

（森林整備事業の定義）
第2条 森林整備事業とは、地拵え、植え付け、下刈り、除伐、枝打ち、間伐などの森林
　施業、作業道や歩道などの施設等の施工及び森林調査業務（周囲測量・プロット調査）
　をいう。

（入札参加資格）
第3条 入札に参加することができる者は、次の各号のすべてに該当する者で、この要領
　の定めるところにより参加審査を受け、参加資格が認められた者とする。
（1） 下北山村内に本店、支店、営業所を有する法人、又は個人事業者であること。
（2） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６３号）第１６７条の４の規定に該当し
ないこと。
（3） 次のいずれかの専門技術者を雇用していること。ただし、個人事業主がいずれか
　の資格を有する場合を含む。
　　ア　林業技士（林業経営部門）。
　　イ　林業普及指導員又は森林総合管理士
　　エ　森林整備に関する業務について、５年以上の実務経験を有する者。
（4） 次に規定する安全管理作業員を選任していること。
　　安全管理作業員とは、作業現場における労働災害防止のための知識を有し、林業・
木材製造業労働災害防止協会奈良県支部が実施する林業における安全確保に関する研
修（以下「安全研修」という。）を、資格審査の申請日の前日から過去３年以内に受
講している者をいう。
（5） 申請時に、法人税（個人にあっては所得税）及び消費税若しくは地方消費税及び
市町村税の滞納がない者。
（入札参加資格審査申請）
第4条 資格審査の申請は、次の各号に掲げる区分に応じて行うものとする。
（1） 現に競争入札参加資格を有する者で有効期間が満了する日の翌日を有効期間の開
始日とする参加資格について参加申請する場合。
（2） （１）以外の者が入札参加資格審査を申請する場合。
　２　前号（１）に掲げる者は、有効期間満了の日を含む年の１０月１日から有効期間満
　　了の日までに申請しなければならない。
　３　１の（２）に掲げる者は、随時に申請を行うことができる。
　４　入札参加資格審査を申請しようとする者は、「森林整備事業競争入札参加資格審査
申請書」を、下北山村農林建設課に提出するものとする。

（申請用紙の配布）
第5条 森林整備事業競争入札参加資格審査申請用紙は農林建設課および下北山村ホーム
ページにおいて配布する。

（添付書類）
第6条 「森林整備事業競争入札参加資格審査申請書」を提出する者は、第３条に規定す
　る入札参加資格にかかる次の書類を添付することとする。
（1） 林業技士（森林経営部門）にあっては、社団法人日本森林技術協会が認定する認
定証の写し又は資格を確認できるもの。
（2） 林業普及指導員又は森林総合管理士は、資格試験合格証の写し又は資格を確認で
きるもの。
（3） 森林整備に関する業務について、５年以上の実務経験を有する者にあっては、別
　　に定める申告書。
（4） 申請日を含む年の前３年にわたる暦年の森林整備の施工実績
（5） 申請日を含む年の前３年にわたる暦年の労働災害事故発生状況
（6） 第３条（４）アで規定する安全研修の受講状況及び受講終了証の写し。
（7） 登記簿謄本、個人事業主の場合は住民票
（8） 印鑑証明
（9） 村税及び所得税の滞納がないことを証明する書類。

（入札参加資格者の決定等）
第7条 村長は、入札参加資格を有する者（以下「資格者」という。）を決定したとき
は、森林整備事業競争入札参加資格者名簿に登録し、その旨を申請者に通知するも
のとする。

（入札参加資格の有効期間）
第8条 競争入札参加資格に有効期間は、次の各号のとおりとする。
（1） 第４条（１）にかかる者は、有効期間の開始日を含む年の翌々年の１２月３１
日までとする。
（2） 第４条（２）にかかる者は、森林整備事業競争入札参加資格者名簿に登録
された日を含む年の翌々年の１２月３１日までとする。

（不正行為等の処分）
第９条　入札参加資格の有効期間において、第３条の資格要件を欠くこととなった場合
等、村長は森林整備事業競争入札参加資格者名簿の登録を取り消すことができるもの　
とする。

（資格者の報告義務等）
第１１条　入札参加資格の有効期間内に資格審査申請の内容に変更が生じた場合は、競
争入札参加資格審査申請書変更届」を提出することとする。
　２　労働災害事故が発生した場合は速やかに農林建設課に報告すること。


附則
　令和８年４月１日から施行

